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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
六
号

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
に
震
災
時
に
発
生

す
る
火
災
等
に
よ
る
危
険
性
が
高
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

区
市

指
定
す
る
区
域

練
馬
区

貫
井
三
丁
目
、
貫
井
四
丁
目
、
富
士
見
台
三
丁
目
及
び

富
士
見
台
四
丁
目
各
地
内

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

江
東
区
夢
の
島
二
丁
目
三
番
二

令
和
五
年
八
月
二

日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
七

月
十
四
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部あ
き
る
野
市

引
田
字
阿
岐
野

十
三
番
六
十
六
、

延
長

一
〇
〇
八
・
五

五幅
員

六
・
〇
〇

〜
一
八
・
〇
〇

二
十
七
番
五
か

ら
同
番
七
ま
で
、

同
番
十
、
同
番

十
一
、
同
番
十

五
、
二
十
八
番

五
か
ら
同
番
七

ま
で
、
二
十
九

番
二
、
同
番
三
、

五
十
二
番
十
二
、

五
十
三
番
二
、

六
十
四
番
一
か
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ら
同
番
三
ま
で
、

同
番
七
か
ら
同

番
九
ま
で
、
同

番
十
一
、
同
番

十
三
か
ら
同
番

十
五
ま
で
、
六

十
五
番
一
、
六

十
六
番
一
、
七

十
一
番
十
九
、

七
十
九
番
七
、

百
十
一
番
二
、

同
番
三
、
百
十

二
番
二
、
同
番

七
か
ら
同
番
十

ま
で
、
同
番
十

二
、
百
三
十
番

二
、
同
番
三
、

百
三
十
一
番
一
、

同
番
四
、
同
番

六
、
百
四
十
二

番
一
、
同
番
三
、

同
番
四
、
同
番

六
、
百
四
十
三

番
二
か
ら
同
番

四
ま
で
、
同
番

六
、
百
四
十
四

番
二
、
同
番
四

か
ら
同
番
六
ま

で
、
百
四
十
五

番
二
、
同
番
六
、

同
番
九
、
同
番

十
、
引
田
字
櫻

ノ
岡
二
百
十
二

番
六
、
二
百
二

十
二
番
四
、
同

番
九
、
同
番
十
、

二
百
二
十
三
番

二
、
二
百
二
十

四
番
六
、
二
百

七
十
三
番
四
及

び
同
番
五

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部あ
き
る
野
市

引
田
字
阿
岐
野

十
番
四
、
十
七

番
五
、
二
十
三

番
一
、
同
番
十

三
、
同
番
十
七
、

二
十
七
番
一
、

同
番
四
、
二
十

八
番
一
、
同
番

四
、
二
十
九
番

一
、
同
番
四
、

三
十
番
一
、
同

番
二
、
三
十
一

番
、
三
十
二
番

一
、
同
番
三
、

三
十
三
番
一
、

同
番
二
、
同
番

七
、
三
十
四
番
、

三
十
五
番
一
、

三
十
六
番
三
、

三
十
八
番
か
ら

四
十
番
ま
で
、

四
十
一
番
一
、

同
番
三
、
同
番

四
、
四
十
二
番

一
か
ら
同
番
三

ま
で
、
四
十
三

番
、
四
十
四
番
、

四
十
五
番
二
、

同
番
三
、
五
十

番
三
、
五
十
二

番
一
、
同
番
三
、

同
番
九
、
同
番

十
、
五
十
三
番

一
、
五
十
七
番

三
、
五
十
九
番

一
か
ら
同
番
六

ま
で
、
六
十
四

番
四
か
ら
同
番

六
ま
で
、
同
番

十
、
同
番
十
二
、

六
十
五
番
二
、

同
番
三
、
六
十

六
番
二
か
ら
同

番
六
ま
で
、
六

十
七
番
一
、
同

番
三
、
七
十
一

番
一
か
ら
同
番

三
ま
で
、
同
番

七
か
ら
同
番
十

一
ま
で
、
同
番

十
八
、
七
十
二

番
一
か
ら
同
番

三
ま
で
、
七
十

六
番
三
、
九
十

二
番
二
、
同
番

三
、
引
田
字
櫻

ノ
岡
二
百
二
十

三
番
一
、
二
百

二
十
四
番
三
、

同
番
五
、
同
番

八
、
二
百
七
十

二
番
一
、
二
百

七
十
三
番
三
、

二
百
七
十
四
番

三
、
二
百
七
十

五
番
一
、
三
百

三
十
一
番
六
、

伊
奈
字
引
田
ノ

上
六
百
五
十
九

番
三
、
六
百
六

十
一
番
一
、
六

百
六
十
二
番
二
、

同
番
五
か
ら
同

番
八
ま
で
、
六

百
六
十
三
番
三
、

同
番
四
、
六
百

六
十
四
番
三
、

六
百
六
十
五
番
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三
、
六
百
八
十

二
番
二
か
ら
同

番
四
ま
で
、
六

百
八
十
三
番
一
、

同
番
二
及
び
六

百
八
十
四
番
二

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

東
京
中
華
不
動
産
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

坂
井

輝
之

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

練
馬
区
石
神
井
町
三
丁
目
十
八
番
五
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
一
七
四
六
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
三
月
九
日

二

処
分
年
月
日

令
和
五
年
八
月
七
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
大
森
北

五
丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
弁
天
町
地

内
）（

「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
八
月
十
六
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
九

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二

百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
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・
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